
 

 

 

  

 

実施日時：令和７年１月２６日（日） 

     午前９時～１２時 
 ※雨天の場合は２月２日（日）に延期 
皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施地区：下粕尾（松崎・大越路） 

     中粕尾（布施谷・森） 

上記期間中は市役所に限り、次の受付をします。 

○死亡届の受け付けと埋火葬・斎場使用の許可申請 

       （午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

○戸籍届のお預かりと 

電話での斎場予約（２４時間受付） 
 

 

【受付場所】市役所本庁舎 1 階 警備員室 

           ☎（６４）２１１１ 

 

粟野４地区合同 

第２１５号 令和６年１２月２５日発行 

粕尾コミュニティセンター 

(粕尾出張所・粕尾地区公民館) 

鹿沼市中粕尾２７３－２ 

ＴＥＬ（６３）８３６６ 

ＦＡＸ（８３）０５６６ 

粕尾地区の人口 

男     ５７６人 

女    ５５８人 

計   １,１３４人 

世帯数  ４７４ 

 

公民館教室を開催しました！ 
2025年農林業センサスに 

ご協力ください 

市役所・各コミュニティセンターは 

12 月 28 日（土）から 

1 月 5 日（日）まで 
お休みです 

デジタル政策課統計係 ☎（６３）２２５６ 

 11 月２９日(金)に「ハワイアンリ

ボンで作るクリスマスツリー教室」、

1２月１０日(火)に 

「ガーデニング教 

室」を開催しまし 

た。春には土の中 

からチューリップ 

が花を咲かせます。 

 

 

 

 

 １２月８日（日）粕尾地区防犯連絡会・粕尾駐在

所・消防団で、防犯パトロールを行いました。 

 今回は、中粕尾の加戸笠丸・遠木地区の 

ご家庭を訪問し、防犯・防火の啓発を行い 

ました。 

 ご協力いただきました皆様お疲れ様でした。 

  

 令和７年２月１日現在で、全国一斉に“農林業

の国勢調査”といわれる「2025 年農林業センサ

ス」が実施されます。 

 この調査は、今後の農林業の政策に役立てるた

めに５年ごとに実施される極めて大切な調査で

す。 

 令和７年１月から農林業を営んで 

いる皆様のところに調査員が 

訪問して、調査票に農林業の 

経営状況などの記入をお願い 

しますので、ご協力をお願い 

します。 

あいさつ運動を実施しました‼ 
 11 月 20 日（水）、粕尾地区青少年育成市民会

議では、粕尾小学校において「あいさつ運動」を行

いました。 

 役員の皆さんは、登校時に昇降口前で児童を出迎

え、「おはよう」と声掛けすると、児童の皆さんは

「おはようございます」と元気にあいさつをしてい

ました。 

 児童の皆さんにはノートや消しゴム、防犯グッズ

が配布されました。 

空気が乾燥しています。火の取り扱いには注意しましょう！ 



１月の市税等納期 
    （納期限：令和７年１月３１日） 

市県民税           ４期 

国民健康保険税        ７期 

介護保険料・後期高齢者保険料 7 期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

申告会場 受付日時 

粕尾コミュニティセンター 
令和７年３月６日（木曜日） 

午前 9 時～午前 11 時 30 分 

午後 1 時～午後３時 

粕尾地区の申告受付の日程は下記のとおりです。 
 

 

  
 

 

税務課市民税係 ☎（６３）２１１２ 

 消防署からご協力いただいた消防士の方々避難

訓練を行いました。 

 まずは園内放送で避難の合図に、園児たちはすぐ

に先生の誘導に従って避難行動をとりました。園児

たちは普段からの訓練の成果を発揮し、静かに、か

つ迅速に避難することができました。 

 訓練後には消防用具の説明、放水体験、ミニ消防

車「けすぞうくん」に乗車し、子ども用の消防服を

着用して記念撮影を行いました。 

 園児たちにとって大変貴重な体験となりました。 

子育て支援課こども給付係 ☎（６３）２１７２ 

図書館粟野館 １月の休館日 1～3・6・14・16・20・27日です♪ 

日です♪ 

令和７年度市県民税申告受付について 

■地域情報サイト「鹿沼市デジタル・コミュニティ推進協議会 NEO」 h t t p : / / b l o g . g o o . n e . j p / c o m m u n i t y _ 2 0 1 8  

■鹿沼市ホームページ h t t p : / / w w w . c i t y . k a n u m a . t o c h i g i . j p /  

 

 

児童手当制度の拡充について 
 令和６年１０月分から、所得制限撤廃、高校生相

当年齢までの手当支給、第 3 子カウント対象範囲の

見直しなど、児童手当制度が拡充されました。 

 申請不要の人と、11 月 8 日までに手続きが完了

した人には、12 月 11 日（水）に手当を振り込み

ました。 

 拡充内容や手続きの方法に 

ついては、市のホームページ 

をご確認ください。 

 上記該当地区の日程で都合がつかない方は、該当地区以外の申告会場にお越しください。また、期間中は

市役所本庁税務課市民税係窓口では受付できませんのでご注意ください。 

 申告会場では感染予防対策として、会場内の換気や消毒を定期的に行います。また、例年受付開始時間帯

は大変混み合いますので、混雑緩和のため分散来場にご協力をお願いいたします。（午後のほうが比較的空

いています） 

●申告会場にお越しになる際のお願い● 

◆「収支内訳書」や「医療費控除の明細」についてはご記入の上、お持ちください。 

◆申告会場内の人数状況により、お車や待合室でお待ちいただく場合がございますので、暖かい服装でお越 

しください。 

他の地区での申告の日程や、申告受付の詳細につきましては、鹿沼市ホームページ・広報かぬまにも掲載し 

ておりますので、ご確認ください。 

 

 イベント・施設に出張し、マイナンバーカード申

請を受付します。写真撮影は無料です。ぜひご利用

ください。 

◎乳幼児健診会場（市民情報センター1 階） 

 日 時：1 月 8・10・15・16・17 日 

     各日 13：00～15：30 

 持ち物：本人確認書類（運転免許証等） 

     マイナンバーカード申請書（あれば） 

※コミュニティセンターでも窓口開設時間であれ

ば、随時受付けています。 

市民課マイナンバー係 ☎（６３）２１２９ 

http://www.city.kanuma.tochigi.jp/

